
平
成
二
十
四
年
四
月
六
日
提
出

質

問

第

一

七

五

号

東
京
電
力
の
電
力
料
金
引
き
上
げ
に
対
す
る
政
府
の
対
応
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

河

野

太

郎

175



東
京
電
力
の
電
力
料
金
引
き
上
げ
に
対
す
る
政
府
の
対
応
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

一

政
府
は
、
先
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
の
中
で
「
各
府
省
等
が
東
京
電
力
と
締
結
し
て
い
る
電
力
小
売
自
由
化
部
門

の
電
気
需
給
契
約
で
あ
っ
て
同
日
以
降
に
契
約
期
間
が
満
了
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
契
約
期
間
満
了
前
に
契
約
内
容
の
変
更

に
応
じ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
契
約
ご
と
に
予
算
の
効
率
的
な
執
行
の
観
点
か
ら
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
支
払
う
必
要
の
な
い
電
力
料
金
を
支
払
う
こ
と
が
予
算
の
効
率
的
な
執
行
に
な
る
の
は
ど
う
い
う

場
合
か
、
具
体
的
に
の
べ
よ
。

右
質
問
す
る
。


